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再雇用者の労働条件を見直し、６５歳選択定年制とすること
（組合）定年延長の考えはあるのか。

（会社）慎重に判断する必要があり、現時点においては見直す

考えはない。

エリア手当関係について
（組合）会社が統括本部化しており統一するべきである。

（会社）一定の合理性はあると考えている。

様々な手当関係について
（組合）乗務員の行先地訓練についての問題で、Ｃ加給と

超過勤務手当の話があるが、就業規則にも併用し

ないとあるがどうなのか。

（会社）併用して支給している。

（組合）どこに支払えると記載しているのか。回答でも併せて支払わないと

記載しているではないか。支払えるなら制度を整理するべきである。

（会社）等で支払いをしていると認識している。

（組合）他も併せて支払いをしていただきたい要求である。乗務員について

支払われているのならその根拠を示していただきたい。

（会社）また調べて回答する。

（組合）呼び出し行為が発生した時点で手当を支払うべきである。

（会社）キャンセルすることは手当の趣旨を理解していない。

（組合）再雇用者にも扶養手当を支払うべきである。

（会社）ガイドラインでも不合理ではない。

（組合）見直しもある中で判例もあり不合理である。

（会社）不合理ではないと考えている。

※会社の姿勢に抗議し、引き続き再雇用者に目を
向けた改善をするように奮闘する！


